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春の訪れを感じさせる３月、町内において卒園・卒業式が執り行われました。思い出の詰まっ
た学び舎を巣立ち、新たな一歩を歩みだします。
横浜中学校では、３月９日(土)に30名が、横浜小学校では３月19日(火)に28名が旅立ちの日を

迎えました。

卒園・卒業おめでとう～明るい未来へ～

３/８ ちどり保育園 卒園式 ３/９ 第２ちどり保育園 卒園式

町民の誓い…健康な心と体をつくります(昭和50年９月制定)
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横浜小学校 民具見学
旧横浜第二中学校校舎の２階展示フロアにおいて、横

小３年生の民具見学会が行われました。外の暖かさに
負けない熱気で、参加した20名の児童たちは、３班に分
かれて文化財保護審議会委員が説明する昔の道具へ関
心を寄せ、質問や体験を通じて今ある道具との比較を行
いながら、理解を深めていました。
児童からは、「これ、うちにもある！…唐箕（とうみ）

が２種類あって、より良いものを分けて出す工夫がある
のはすごい！…今のそろばんは下の珠が４つだけど、昔
のものは５つある！…道具を通じて、昔の人たちの生活

を理解できたことは貴重な時間でした。これからの勉強や生活で活かしていきたいです。」等の
感想が寄せられていました。

横浜小学校が能登半島地震の募金活動を実施！
横浜小学校児童会（企画広報委員会）が、能登半島地

震の募金活動を自主的に企画し、主体性をもって２週間
の募金活動を行いました。
２月19日(月)、募金活動で集めた22,202円を、被災さ

れた方々の支援に少しでも役立ててほしいと、企画広報
委員７名より横浜町共同募金委員会会長の石橋町長へ授
受されました。
今後、町共同募金委員会から県共同募金会、全国の中

央共同募金会を通じて被災地へ配分される予定です。

菜の花っ子教室「音楽と絵本の朗読」を開催
児童センターにおいて菜の花っ子教室運営協議会

主催の「音楽と絵本の朗読会」が開催され、小学１～
３年生と保護者等約30名が参加しました。
会場では、教育サポーターによる自転車紙芝居（自主
制作）等のほか、青森大学と連携し、読み聞かせサー
クルの大学生や高校生による読み聞かせも行いまし
た。

絵本等のストーリーに合わせ、音楽家のハナコ・ヘンティ先生
がピアノ演奏し、子どもも大人も絵本の世界に引き込まれ、一緒
に楽しい時間を過ごしていました。
子ども達からは、「読み方がうまくて驚いた。音楽と絵本が

合っていてすごいと思った。すごくおもしろかったので、また
やってほしい。」との感想がありました。

町民の誓い…時間ときまりを守ります(昭和50年９月制定)
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商工が横浜中学校野球部へ東北大出場を祝して寄附
横浜中学校校長室において、横浜町商工会会員の事業所を

中心に集められた寄附金70件・57万７千円が、横浜中学校野球
部へ贈られました。
横浜町商工会の小川会長代行は、「保護者の負担が少なくな

るように、遠征費などに使ってほしい。」と述べ、顧問の森先
生は、「地域の支援でここまでこれた。東北大会ベスト４を目
指し、東北大会というまだ見たことのない景色を生徒たちに
体験させ、将来の思い出にしてほしい」と話していました。

日本語禁止！イグリッシュデイ
横浜中学校において、「イングリッシュデイ」が開催されました。

横浜町周辺のＡＬＴ６名も参加し、カサンドラさん・タイラさん
が準備した迷路など数種類のゲームなどを通じて本場の英語に触
れ、体験を楽しんでいました。
生徒たちは、「英語だけで伝えるのは難しかったが、頭を使って

楽しかった。」と感想を述べていました。

横浜町八幡神社消防訓練
突き刺さる寒さの中、町指定文化財（文化財指定番号第19号

有形文化財「八幡神社 社殿」）の消防訓練が初めて実施されま
した。
今回の訓練は、横浜消防署のご協力により、緊急時を想定し

た関係車両の配置や現地指揮本部を設置した連携から御神体
救出完了までの訓練内容であり、また、避難者の適切な避難訓
練や初期消火の訓練も併せて実施されました。
終了後、横浜消防署の畑中署長から「緊急時における重要文

化財の搬出等も迅速かつ的確にでき、初めて行われた訓練としては、地域住民に対して防災意識
の啓発のほか、防災減災の意識定着に向けた訓練としても有意義な内容だった。」という講評に、
参加者は最後まで真剣に耳を傾けていました。

ふるさと横浜カルタの完成‼
横浜小学校では、今年度の小学５・６年生が、ふるさ

と横浜の特色や魅力を自分たちの感性で表現し、多くの
人が遊びを通して郷土理解を深めていけるよう夏休み前
からカルタの制作活動を行い、横浜町教育委員会では、
今後このカルタを小学校だけでなく中学校や幼稚園、保
育園、および老人介護施設などにも届け、多くの人に楽
しんでもらいたいと期待しています。

町民の誓い…だれにでも親切にします(昭和50年９月制定)
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年度横浜町がる活動事業金及び年度横浜町がる活動事業金及び
横浜町町金の募のお知らせ横浜町町金の募のお知らせ

事業名 がんばる団体活動支援事業 町内会集会所修繕等補助金

対 象 組 織 ・町内会
・１０名以上で構成する団体など ・町内会・集会所等の管理団体

対 象 事 業

①地域の計画策定
②人材育成、組織作り
③新しい特産品の開発
④遊休地の有効利用
⑤生産組合の育成
⑥コミュニティづくり
⑦イベント等を行う事業
⑧地域振興における重要な課題等の
解決を目的とした事業

①施設本体の修繕に係る費用
②コミュニティセンター助成
事業対象の大規模修繕費用

③トイレ水洗化等工事

※追加項目
④集会所等の解体工事
（一部解体は除く）

補助上限額
（補助率） ３０万円

①３０万円（10分の10）
②６０万円（10分の4）
③５０万円（10分の10）※１回限り
④３０万円（10分の10）

申 請 書
提 出 期 限 令和６年４月２２日(月)

※交付要綱については町ＨＰもしくは企画財政課窓口にてご確認ください。
◆お問合せ ◇横浜町役場 企画財政課 電話（７８）２１１１（内線３３２）

今年度より新設した２補助金事業について、令和６年度に限り、周知を図るため申請の再募集
を受付いたします。対象事業を検討している団体におきましては、お気軽にご相談ください。

ぐるっとＮＡＶＩ 上十三・十田湖 広域定住自立圏情報
2024のへじ春まつり

開催期間中、愛宕公園内での常夜燈型灯篭・堤灯点灯・ライトアップを実施します。また、期間中にイベン
トも開催します。
◆開催日時 （ライトアップ）４月20日(土)～５月６日(月)

（第44回ホタテ駅伝大会）４月29日(月・祝)
（2024 あたご de Mise（仮称））５月３日(金)～５日(日) ※悪天候の場合は中止

◆開催場所 野辺地町愛宕公園
◆お問合せ 一般財団法人野辺地町観光協会 TEL０１７５－６４－９５５５

十和田市春まつり
桜の開花に合わせ、夜桜をライトアップし、辺りを幻想的な雰囲気に包みます。
また期間中には、「桜流鏑馬（さくらやぶさめ）（４/13㈯、14㈰）」や「桜と打ち上げ花火（４/29㈪）」など
各種イベントも行われます。詳しい内容については、ＱＲコードからご覧ください。
◆開催日時 ４月６日(土)～５月５日(日)
◆開催場所 十和田市中央公園緑地など
◆お問合せ 十和田商工会議所 TEL０１７６－２４－１１１１

町民の誓い…常に学ぶことに努めます(昭和50年９月制定)
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Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｃ

これまで戸籍証明書は全て、本籍地のみでの発行としていましたが、戸籍法の改正（令和元年
法律第17号）により、３月１日から本籍地以外の市町村窓口でも一部の戸籍証明書を取得するこ
とができるようになりました。（広域交付）

広域交付の対象となる戸籍
・戸籍全部事項証明書 １通 ４５０円
・除籍全部事項証明書 １通 ７５０円
・改製原戸籍謄本 １通 ７５０円
・除籍謄本 １通 ７５０円

（注意）戸籍個人事項証明書、電算化されていない戸籍、戸籍の附票など、上記以外の戸籍証明
書については、これまで通り本籍地のみでの発行となります。

請求できる方
戸籍証明書の広域交付は、ご本人または、配偶者、直系

親族（子、親、祖父母等）が窓口でご請求された場合のみ
可能となります。
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請

求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

請求時の本人確認方法
本人確認を厳格に行うため、顔写真付きの身分証明書

（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等）のみ
に限定されます。

月１日から市町村窓口での戸籍の証明書の請求が便利になりました！！

法務省 コセキツネ

戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減！
以前は、本籍地ではない市町村の窓口に戸籍の届出を行う場合に戸籍の添付が必要でしたが、

提出先の市町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりましたので、
３月１日からは戸籍の添付が不要となりました。

今後の予定等詳しくは、法務省のＨＰをご覧ください。

請求できる人（◎)

母 父

配偶者 本人

子

孫

兄弟

町の位置…北緯41°4′50″東経141°15′7″
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県税口座振替制度のお知らせ
青森県では、県税の口座振替の申込みを受け付けています。県税の納税は、便利で、安全・確

実な口座振替をご利用ください。

口座振替を利用できる県税 申 込 期 限 振 替 日

自動車税種別割
６月納期分（定期賦課分） 令和６年４月３０日（火）

納期限の日個人事業税
８月･11月納期分
（定期賦課分）

～８月中旬
（８月納期分から振替開始）

～11月中旬
（11月納期分から振替開始）

法人県民税・事業税
中間申告分
確定申告分

申告期限の日

※申告期限までに申告書が提出され
なかった場合は口座振替になりませ
ん。

申告期限の翌月25日
軽油引取税
特別徴収義務者の申告分
（徴収猶予分を除く）

◆申込方法
納税者本人の通帳と預貯金届出印を持参のうえ、最寄りの取扱金融機関または各地域県民局

県税部の窓口に備え付けの申込用紙によりお申し込みください。
◆留意事項
口座振替済通知書及び自動車税種別割納税証明書（口座振替済通知書と一体になったもの）は

送付されません。
◆お問合せ先
上北地域県民局県税部 納税管理課
電話 ０１７６－２２－８１１１（内線２９０）

「(仮称)野辺地風力発電事業 更新計画 環境影響評価準備書」の縦覧及び説明会のお知らせ
株式会社ユーラスエナジーホールディングスが計画する「（仮称）野辺地風力発電事業 更新計画」について、環境影響評価の調査、予測及び評価
の結果をとりまとめた「環境影響評価準備書」を以下のとおり縦覧し、説明会を開催いたします。
●事 業 名 称：（仮称）野辺地風力発電事業 更新計画
●対 象 事 業 実 施 区 域：青森県上北郡野辺地町及び六ヶ所村 ※既設のユーラス野辺地ウインドファームの建て替え事業
●縦 覧 場 所：横浜町役場 １階ロビー
●インターネットによる公表：https://www.eurus-energy.com/assessment/85462/
●縦 覧 期 間：令和６年４月３日(水)～５月７日(火)

※縦覧期間に加えて、意見書受付期間終了日の５月21日(火)まで閲覧可能です。
●意 見 書 受 付 期 間：令和６年４月３日(水)～５月21日(火)
※環境影響評価準備書について、環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・意見（意見の理由を含む）をご記入の上、意
見書受付終了日までに、縦覧場所に備え付けの意見書箱にご投函いただくか、下記のお問い合わせ先へご郵送ください（当日消印有効）。

●縦覧・意見書受付時間：役場の開庁時（８時15分～17時（土・日・祝日を除く））
●環境影響評価準備書についての説明会
＜日時及び場所＞ １回目 日時：令和６年４月21日(日) 10時00分～11時00分

場所：目ノ越地区農産物加工等集会施設（野辺地町字向田328-3）
２回目 日時：令和６年４月27日(土) 13時00分～14時00分

場所：戸鎖地区児童厚生体育施設（六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内77-1）
＜お問い合わせ先＞ 〒105-0001 東京都港区虎ノ門４丁目３番13号 ヒューリック神谷町ビル７階 株式会社ユーラスエナジーホールディングス

担当：国内事業企画部 環境アセスメント担当 野口・桶田 電話：03-5404-5337

町の面積…東西12㎞ 南北23㎞ 126.38㎢


